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大気汚染防止法
• 第１条（目的）
この法律は、工場及び事業場にお
ける事業活動並びに建築物等の解
体等に伴うばい煙、揮発性有機化
合物及び粉じんの排出等を規制し、
有害大気汚染物質対策の実施を推
進し、並びに自動車排出ガスに係
る許容限度を定めること等により、
大気の汚染に関し、国民の健康を
保護するとともに生活環境を保全
し、並びに大気の汚染に関して人
の健康に係る被害が生じた場合に
おける事業者の損害賠償の責任に
ついて定めることにより、被害者
の保護を図ることを目的とする。

労働安全衛生法
• 第１条（目的）
この法律は、労働基準法（昭和22
年法律第49号）と相まつて、労働
災害の防止のための危害防止基準
の確立、責任体制の明確化及び自
主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な
対策を推進することにより職場に
おける労働者の安全と健康を確保
するとともに、快適な職場環境の
形成を促進することを目的とする。



事前調査（石綿則３条１項）

•事業者は、
•建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の
•解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を
行うときは、

•石綿による労働者の健康障害を防止するため、
• あらかじめ、
•当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等
対象建築物等」という。)について、

•石綿等の使用の有無を調査しなければならない。



事前調査（石綿則３条２項）

•全ての材料について、設計図書等
の文書を確認するとともに、目視
で確認しなければならない。

※設計図書等の文書がない場合は
この限りではない

※構造上目視が困難な場合は目視
が可能となった時に事前調査を
行わなければならない
（石綿則３条９項）



事前調査（石綿則３条３項）

•過去に行った定期点検や定期修理等の記録等で法定事項を満た
す事前調査が行われている場合

→ 当該相当する調査の結果の記録を確認

•平成18年９月１日以降に着工した建築物・工作物
→ 着工日等を設計図書等で確認

•平成18年９月１日以降に着工された工作物で、平成18年９月１日
以降も製造・使用等の禁止が猶予されていたガスケット又はグラ
ンドパッキンが禁止日以降に設置されたもの

→ 当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等
で確認



事前調査（石綿則３条４項）



事前調査（石綿則３条５項）

•事前調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らか
とならなかったときは分析調査を行わなければならない

•石綿等が使用されているものとみなして法令で定める措置を講じ
れば分析調査を行わなくてもよい



事前調査（石綿則３条６項、７項）

• 分析調査を行う者の資格
分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者
石綿分析技術評価事業のＡ若しくはＢランクの認定分析技術者又は
定性分析に係る合格者

アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）
の修了者

建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者
アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定す
る分析技術の合格者（実技講習を修了した方法による分析のみ）







結果報告とは

•石綿則４条の２に規定
• 2022年（令和４年）４月１日から義務

•報告対象
床面積の合計が80㎡以上
建築物を改修する作業を伴う工事の請負代金の合計が100万円以上
工作物を解体、改造、補修する作業を伴う作業の請負代金が100万円以上

※着手前に目視することができなかった箇所は、解体等工事に着手
した後に目視が可能となった時点で調査を行い、再度報告する



事前調査結果報告の目的とは

•事前調査を適切に行わずに解体等の作業を行った事例、吹き付け
られた石綿等があるにもかかわらず法第88条第3項に基づく届
出を行わないまま作業を行った事例、必要な石綿ばく露防止のた
めの措置を講じずに作業を行った事例等が認められたことから、
事業者に対して、事前調査及び必要な石綿ばく露防止のための措
置の適切な実施を促すとともに、行政が建築物及び工作物の解体
工事及び改修工事を把握し、必要な指導を行うことができるよう
にすること

を目的として、一戸建て住宅も含めた建築物の解体工事の大部分及びこれと同規模の改修工事並びに水
回りの工事等の石綿等の発散のリスクが高い改修工事が対象となるよう、一定規模以上の建築物及び特
定の工作物の解体工事及び改修工事について、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査の結果等の報告
を義務づけたものである。



事前調査結果の報告事項 （1/4）

石綿則（第４条の２）大防法施行規則（第16条の11第２項）

●事業者の名称、住所及び電話番号●解体等工事の発注者及び元請事業者又は自主施
工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
はその代表者の氏名

●労働保険番号－

●調査終了日●事前調査を終了した年月日

設計図書等に記載されている設置年月日により明
らかに石綿非含有と判明せず、事前調査を行ったと
きは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が登
録規定に基づく講習を受講した講習実施機関等の
名称

設計図書等に記載されている設置年月日により明
らかに石綿費含有と判明せず、事前調査を行ったと
きは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が登
録規定に基づく講習を受講した講習実施機関等の
名称

●解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事
の名称及び概要

●解体等工事の場所

●解体等工事の名称及び概要



事前調査結果の報告事項 （2/4）

石綿則（第４条の２）大防法施行規則（第16条の11第２項）

●着工日等（設計図書等に記載されている設置年
月日により明らかに石綿非含有と判明したガスケッ
ト又はグランドパッキンにあっては、設計図書等の
文書で確認した着工日及び設置日）

●解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手
した年月日

●建築材料を設置した年月日※

事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造
の概要

解体等工事に係る建築物等の概要

分析調査を実施した場合は、分析調査を実施した
者及び当該者が受講した講習実施機関の名称

分析による調査を行ったときは、当該調査を行った
箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属す
る機関又は法人の名称

●解体工事又は改修等工事の実施期間●解体等工事の実施の期間

●建築物の解体工事にあっては当該工事の対象と
なる建築物（当該工事に係る部分に限る。）の床面
積の合計

●建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当す
るときは、作業の対象となる床面積の合計



事前調査結果の報告事項 （3/4）

石綿則（第４条の２）大防法施行規則（第16条の11第２項）

●建築物の改修等工事又は特定の工作物の解体等
工事の作業にあっては、当該工事に係る請負代金
の額

建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は
特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴う
建設工事に該当するときは、作業の請負代金の合
計額

事前調査を行った部分における材料ごとの石綿等
の使用の有無（石綿等が使用されているものとみ
なした場合は、その旨を含む。）及び石綿等が使用
されていないと判断した材料にあっては、その判断
の根拠

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材
料の種類

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材
料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事に
該当するものとみなした場合にあっては、その旨）
及び該当しないときは、その根拠の概要



事前調査結果の報告事項 （4/4）

石綿則（第４条の２）大防法施行規則（第16条の11第２項）

石綿使用建築物等解体等作業を行う場合にあって
は、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名

－

材料ごとの切断等作業（石綿を含有する材料に係
る作業に限る。）の有無並びに当該作業における石
綿等の粉じん発散を防止し、又は抑制する方法及び
当該作業を行う労働者への石綿等の粉じんばく露
を防止する方法

－

備考１：設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判断した場合は●のつい
た事項について報告

備考２：※は、設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判断したガスケッ
ト又はグランドパッキンに限る。



報告の流れ

ＧビズID取得

ＧビズIDを利用して石綿事前調査
結果報告システムログイン

環境事務所 労働基準監督署

必要事項入力、報告



ＧビズID

•デジタル庁所管
• プライム：事業主
• メンバー：従業員

• プライムは審査を行い発行
• メンバーはプライム等が申請し、
利用者が承諾することで発行

• メンバーは審査なく発行されるが、
一部制限がある



ＧビズID 問合せ先

•申請方法や技術トラブルなど、ＧビズIDに関しては「ＧビズIDヘル
プデスク」

メールによる問合せ

ホーム→サポート→「ご意見・お問合せ」

電話による問合せ

電話番号：0570-023-797
受付時間：9：00～17：00

（土・日・祝日、年末年始を除く）



石綿事前調査結果報告システム 問合せ先

• システム操作について
フォームによる問合せ

石綿報告システムにログイン後、メニュー「お問い合わせ」

電話による問合せ

電話番号：050-2018-0061
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00

（土日祝除く）



石綿総合情報ポータルサイト

•石綿則に関する説明
•資格取得に関する情報
•研修や教育資料
•発注者、改修業者、作業従事者、
一般の方に向けた情報提供




